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0第 9回厚生労働省検討会におしヽて、「審査を委言モする保険者が

審査委員会の運営をチェックするとなができる仕組みとすべき。」

としつ趣旨の発言があつたと置ろ。

0現 行でも、各支部の幹事は、保険者代表を含節、

① 審査委員会に出席すること

② 審査に関する意見を述べること

③ 審査の内容に関する説明を求蒟6こと

が可能(支払基金法第17条 )。

○ なお、2年ごとの審査委員の改選に際しては、モ聰都度、
各支部より、保険者団体に対し、保険者を代表す褥審査委員颯
推薦を要請。



0第 9国厚生労働省検討会にあ膨ヽて、F保険者になつては、鰈審査にあける

査定鶉内容及び運由が不萌であ6。 』とbヽわ趣階瘍発鯰ぶ糀つたところ。

…喘噛軸蟻|||||||1憲 拙田即".:

○ 医療機関によつて提出されたL/セプトについては、支払基金の原審査を

経て、すべて保険者に送付。

での中では、原審査における査定の内容及び理由を確認することが可能

(注)健保連が開発して保険者に提供してしヽる「レセプト1青報管理システム」において|ま 、査定に係る

電子レセプトのデータを医療機関単位等で一覧的に表示することが可能であるものと承知。

○ これらのうち、原審査における査定の理由については、A□ B E C tt D∽記号

で表示。

A=適応タホ
い=算定要件

B=過乗1日 重複  C=そ の他の医学飽理由

(注)再審査における原審どおりの理由について|よ 、医科にあつて|ま46件、歯科にあつて|よ 20件の

コードで表示。あわせて、必要に応じてコメントを付記。
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【原 審査 の結果 を保 険 者 に通 知 す る例 i
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【再審査の結果を保険者に通知する例】
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原審 どおり理 由 (歯科 )

区 分 原審どおり理由

基本診療料

医学管理

在 宅

栞斉1

検査
画像 :'断

処 理
手イiヽテ
麻酔

山冠iウ 復

10

¬1

本例 の初診 、再診 は妥 当と認めます ぃ

本例の基本診療料に係る加算は、傷病名部位、診療内容竹か 43判断 tノ て妥当と認めます

当該処置 手́術 は 、傷病名部位 、診療 内容等からキリ断して妥 当と認めよ寸

|1登
翌 ■ fl?T'I彎 甲

位 、劾 略 等 か引 断じ0麦 当認 めま■

1本 例の複 数の手術 |ま 、異なる日又は異なる部位 に対し行わ れ ているため妥 当と認め j_つ

際 例研 寺定凛屁 ¨ 鋼 よ 傷病名組 診療内容等か柳 ズ 妥 当菖 忍め郷 ■

本例 の処置・手術 に係る時間外・体 日・深夜加算 は、緊急の ためやむを得ない事 1高 に .■ るもσ)であり妥 当と認めます (

当該特定薬剤の用法、用量又 |ま 使用回数 |ま 、傷病名部位に対りろ一般症 1人 と一般 1勺 経過 'を 勘案し′て妥当と認めます u

当該麻酔料又は麻酔業斉」の使用量は、傷病名部位、診療内容等から判‖iL´ て妥当と認めま可

501当該歯冠修復又は欠損llll綴 は、傷病名部位、診療内容等から判 llhし
‐
(、 安当と認めますで1

12 当該医学管理は、傷病名部位等から判断iし て妥当と認めますⅢ

当該訪問診療は、診療内容、摘要欄記載等から判断し
｀
C妥 当と認めます。

当該薬剤 |よ 、本例 に効能・効 果を有する薬斉1であり妥 当と認 めます

当該薬斉」の用法 、用量 、投与 日数又 |よ 投与 lrJj数 |よ 、イち病 名部位 にォ|す る一般症状と一般的経過を勘 案 して妥 当と認めま

1当 該検査 は、本例 の診断名の確 定及び症状の経過観鷲でのため必豊であり斐

1当 該検 査 は、傷病名部位 、診 J奈 内容等から判 断しご妥 当と認め よす .

1当該苦像診断は、本

'1の

あぶ名の確定及び症状θ)経過観察のため必要であり妥当と認めます。
1           __

|

1当 該画像 診断の所定点数での算定 は 、傷病名部位 、診療 内容等 からキ||コ子して妥 当と言忍めます t
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911当 該 診療行 為の保険診療の適 用は、診療 内容を通 覧して妥 当と認 めます。
その他

901明細■に,黍 付の再審査等請求内訳票の連絡欄に記載しております理由にcLり 、妥 ギ1お 認めます

112'




